
鳥取砂丘キャンプ場（仮称）
運営事業者を募集します！

日本有数の観光地「鳥取砂丘」の西側エリアにある施設を活用して、キャンプやグランピングを
中心としたサービスを提供する運営事業者を公募型プロポーザルにより選定します。

詳しくは裏面をご覧ください。 写真は各著作権者様のご理解と協力のもと、本事業のイメージとして承諾を得て使用させていただいています。写真の無断使用を禁止します。



問い合わせ先 鳥取市経済観光部 観光・ジオパーク推進課 （担当：平井、米澤、國森）

〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 電話：0857-30-8293 FAX：0857-20-3947
E-mail：kankou@city.tottori.lg.jp  webサイト:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1668762335333/index.html

上記の他、参加資格や提出書類、留意事項等を記載した本事業の公募要項を配布しています。
参加にあたっては、必ず公募要項の内容をご確認の上、ご参加ください。

事業名

鳥取砂丘キャンプ場（仮称）運営事業 （鳥取砂丘西側エリア滞在型観光施設運営事業）

目的

鳥取砂丘西側エリアにおいて、鳥取県及び鳥取市が所有する右記の３施設
（対象施設）を一体的に活用し、鳥取砂丘の来訪者に対して豊かな自然の中
で快適な滞在時間を提供する施設を整備運営する事業者を募集する。

募集する事業

（1）提案内容は自由とするが、キャンプやグランピングを含むサービスの提供
とし、以下に配慮した内容を期待する。
①低廉な料金での利用も可能とするなど、多様な利用者、幅広い年齢層
を想定した提案。

②国立公園内の施設としてふさわしく、鳥取砂丘の滞在環境の上質化に
寄与する提案。

（2）対象施設を全て活用する提案を求める。なお、より良いサービス提供のた
めに施設の一部を事業者において改修又は解体し、新たに整備する提案
も可能とする。

（3）山陰海岸国立公園の公園事業として、環境省の執行認可が下りる提案と
する。

事業期間

１０年間とする。ただし、適切な事業運営が行われていると認められる場合は
さらに最大１０年間の更新が可能。

旧鳥取砂丘サイクリングターミナル
砂丘の家（鳥取市施設）

時 期 内 容

令和４年１２月１日（木） 募集要項公表

令和４年１２月１日（木）から各開催日の３日前まで 現地説明会の参加申込の受付

令和４年１２月１６日（金）、１９日（月）、２７日（火） 現地説明会の実施

令和４年１２月１日（木）から令和５年２月１日（水）まで 募集要項等に係る質問の受付

令和５年２月７日（火）までに随時 募集要項等に係る質問への回答

令和４年１２月１日（木）から令和５年２月１０日（金）まで 企画提案参加申込の受付

令和５年２月１３日（月）から同月２８日（火）まで 企画提案書等の受付

令和５年３月３日（金）頃 参加資格要件審査及び結果通知

令和５年３月１３日（月）から同月１６日（木）頃 財務等基礎審査及び結果通知

令和５年３月２７日（月）頃 プレゼンテーション提案審査

令和５年４月中旬 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定

令和５年７月上旬 基本協定及び貸付契約の締結

令和５年８月１日（火）（予定） 施設等の引渡し

令和６年４月１日まで 施設開業

旧柳茶屋キャンプ場（鳥取市施設）

鳥取砂丘こどもの国のうちキャンプ
場部分（鳥取県施設）


